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第1節 は じめに

清 澄な水 を熱 し続 ける と、最初 の水蒸気 の泡が現れ 、や がて一瞬 の うち に爆

発 的 に沸騰 を始 め る。 このよ く知 られ た相転 移現 象 は実 は複 雑な現 象で、最初

の泡が何時 、何度 で、何処 か ら発生す るのか を科学的 に予 想す る ことはで きな

い。生態 学者ベイ トソン(G.Bateson)が 語 るよ うに、 「一つ の独 立 した個 に関す

る供述 と、そ れ らをま とめた類 に関す る供述 との問には、大 きな隔た りが存在

す るか らであ る。両者 は異な つた論理 階型 に属す るので あ り、一方 か ら他方 を

正確 に予測 す る ことはで きな い」(Bateson,1979,邦 訳,P55)か らであ る。

現在 、技術革:新と規制緩 和 の結果 、情報 通信 ・エネルギー ・交 通運 輸 のよ う

な ネッ トワー ク産 業 も煮 えた ぎ つた沸騰 状態 にある。 しか し、 「この産 業が沸

騰Lて いる こと」 と 「この企業が最初 に飛び 出す こと」 は異 なつた論理階型 に

属す る供述 で あ り、 この産 業 の未来 を予測不可能 な もの に して い る。 しか し、

この事実 は、、我々が この産業 を社会科 学的 に分析 で きな い とい うことを意 味す

るのではな い。企業 とそれ を取 り巻 く経済環境 の相 互作用 を研究 し、システム

の構造 と機 能 を明 らか にす る ことはで きるか らで ある。 これ が生態学的 アプ ロ

ーチで ある。

ネッ トワー ク産業 の生態学的分析 を本論で はただネ ッ トワー ク経済学 と呼び、

ネ ッ トワー ク産業 に共通す る特質 を明 らか に した い。本論 が明 らか にす る と こ

ろで は、 ネ ッ トワー ク産業 には二つ の柱が ある。

第一 の柱 は、 ボ トルネ ック独 占と呼 ばれ る もので ある。ネ ッ トワ._._ク産 業で

は、電話 の地域通 信網 ・電 力の送配電網 ・ガスのパイ プ ライ ン ・鉄道 のよ うに
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大規模な投 資 を必要 とす るネ ッ トワー ク ・イ ンフラを用 いて、顧客 にサー ビス

を提供 してい る。従 って、巨大 なネ ッ トワー ク設備 を持 つて いな ければ、企業

は ネ ッ トワー ク産 業 に参入 し、競 争す る ことがで きない。 しか し、近年で は、

電話 の長 距離通信 ・電 力の発電 と販売 ・天然ガス の精製 と販売 ・車 両の運 営 の

よ うにネ ッ トワー ク産業 のある分野で は、 自由に参 入 した り競争 した りす る こ

とが可能 にな つてい る。そ こで、競争 の頸 木 にな るネ ッ トワー ク設 備 「ボ トル

ネ ック独 占」 をす べて の事業 者 に開放 し、競争 を促進 し、 よ り低廉 な料金 で、

よ り多様 なサ ー ビス を消費者 に提供で きる ような規制改 革が重要 な政策課題 に

な つている。

第 二 の柱 は、ネ ッ トワー ク外 部性 と呼 ばれ る もので ある。 ネ ッ トワー ク産 業

には、消費者 の効 用が 自ら消費す るサ ー ビスそれ 自体 のみな らず 、 同様 のサ:___

ビス を消費す る消費者集 団の規模 に依存 す る とい う性質が ある。例 えば、あ る

コミュニ ケ..._ション ・ネ ッ トワー ク を考 えてみ る と、消費者 の 目的 はネ ッ トワ

._._クに加入す ることそ れ 自体 で はな く、ネ ッ トワー クに加入す る他 の沢 山の消

費 者 と対話す る ことで あるか ら、 よ り大規模な よ り多 くの加入者 が いるネ ッ ト

ワー クを選 んだ方が有利 なはずで ある。 このよ うなネ ッ トワークの効果 を 「ネ

ッ トワー ク外 部性」 と呼 ぶ。ネ ッ トワー ク外部性 が十分 に作用す るには、個 々

のネ ッ トワークが相互 接続 され 、イ ンター ・ネ ッ トワー クが 形成 され る ことが

必 要で ある。 どの よ うな条 件で ネ ッ トワー クが 自律的 に発展 して い くのか、 い

か にして相互接続 の阻害要 因を取 り除 くかが 、や は り政策課題 になつてい る。

こ こで い うボ トル ネ ック独 占は供給側 の規模 の経済性で あ り、ネ ッ トワー ク

外 部性 は需 要側 の規模 の経済性で あ る。規模 の経 済性が存在す る シス テムで は

いわ ゆるポ ジテ ィブ ・フィー ドバ ックが働 き、初 期値 に応 じて異な つた振 る舞

い を示す。 その場合 、必ず しも効率 的でな い技術 が普及 した り、非効率 的な技

術 が いつ まで も居座 り続 け、社会 的効 率性 を妨 げ る ことが起 こる。 また、 シス

テムが非線 形な ので 、パ ラメー タを変化 させ た とき の影 響が極 めて不確定 にな

り、産業政 策の効果が 予測 不可能 にな るとい う問題 も起 きる。つ ま り、ネ ッ ト

ワー ク産業 は複雑系 なので ある。本論 文で は、 こう したネ ッ トワー ク産 業の特

質 を順 を追 つて解 説 して い こう。

第2節 ネ ッ トワー ク経 済学 の誕生
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本節 では、ネ ッ トワ._...ク産業 の生態学で あるネ ッ トワーク経 済学 とい う新 し

い学 問が どのよ うな ものであるか を解 説 しよ う。第1項 で は、古 い産業組織論

か ら新 しい産 業組織 論 への移行 を論 じる。第2項 で は、 自然独 占性 の議論か ら

コ ンテスタ ビリテ ィ理論への移行 を論 じる。第3項 で は、伝統的な公益事業規

制か らイ ンセ ンテ ィブ規制への移行 を論 じる。

第1項 古い産業組織論から新しい産業組織論へ

伝 統 的 産 業 組 織 論 とは

戦後 米国他 の先進諸 国 の独 占禁 止政策 に大 きな足跡 を遺 した経済学 を 「伝 統

的産業組織論(OldIndustrialOrganizationTheory)」 と呼ぶ。伝統的産業組織論 に

は、大 き く分 けて二 つの学派 が存在 し、互いに拮抗 してきた。

「ハ ーバ ー ド学派(HarvardSchool)」

1930年 代チ ェ ンバ リン(E.H.Chamberlin)と メイ ス ン(E.S.Mason)を 先駆 け

とし、50、60年 代ベイ ン(J.S.Bain)とケイブス(RE.Caves)に よつて体系的

に完成 され た経済理論 ・政策 思想集 団 を指す 。 「SCPパ ラダイ ム」 と呼

ばれ る構造(Structure)→行動(Conduct)→ 成果(Performance)と い う因果関係

を想定 し、集 中度 の高 い市場 では利潤率 が高 い と考 え る立場 。厳 しい反

トラス ト政策 を主張 し、分離分割 による構造的措置が必要 と考 え る1。

「シカ ゴ学派(ChicagoSchool)」

ノーベル賞 経済学者 ステ ィグ ラー(GJ.Stigler)に 道 を切 り拓 かれ、 デムゼ

ッッ(H.Demsetz)や ポズナー(RPozner)等 によつて発展 された一群 の経済理

論 ・政策 思想集 団 を指す 。 「強 固な事 前均衡 」 と呼ばれ る市場 メカニズム

への強 い信頼 か ら、 「価格 理論 の レンズ」 を産 業組織の分析 に厳密 に適用

す る。集 中度 と利潤率 の正相 関は一時的不均衡 にす ぎず 、 あるに して も

大企 業の優 れた効 率性 を反映す るもので あると考 える2。

それ では、両学派 の見解 を分か つ ビジ ョンの相 違 は一体 何な のだろ うか。ハ

1ハーバー ド学派の独 占禁止政:策は、1968年 米国司法省 「合併ガイ ドライン」として結実 し、

水平合併 ・垂直合併 ・混合合併のいずれにも厳格な規制がうたわれ、IBM分 割訴訟 ・ゼロック

ス分割訴訟 ・AT&T分 割訴訟のような歴史的訴訟が相次いだ。
21981年 レーガン(R

.Rea.gan)が大統領に就任すると、反 トラス トの 「シカゴ革命」 と呼ばれる人

事刷新が行われた。その改革は、1982年 米国司法省 「合併ガイ ドライン」となつて結実 した。

そ こでは、垂直合併 ・混合合併は水平的競争制限を生じない限り原則合法であり、また水平的

合併規制も大幅に緩和すべきことがうたわれた。
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一バー ド学派は基本的に 「大企業性悪説Jを とる。彼 らは、企業間共謀な らび

に高い参入障壁 に守 られた競争制限的行為によつて、大企業は超過利潤 を貧る

と考 える。他方で、シカゴ学派は基本的に 「大企業性善説」をとる。彼 らは、

市場の 「自然淘汰Jを くぐり抜けた企業 こそ 「適者生存」の具現であ り、裁量

的な政府介入は市場メカニズムの効率性を損なうので、原則 自由放任が望まし

いと考 える。率直に言つて、新 しい産業組織論が席捲する今 日、ハーバー ド学

派 とシカゴ学派 の学説それ自体を詳細に吟味する現代的意義は乏 しく、両者の

見解 の相違は実は素朴なビジョンに根ざしていると言えよう。経済学派の仰々

しい理論的 ・政策的論争も振 り返つてみれば、往々にしてか くの如きものであ

る場合が多く、この不幸な茶番劇は時と所を変えて繰 り返される。

新 しい産 業組 織 論 とは

伝統 的産業組 織論 の歴史 はハーバ ー ド学派 とシカゴ学派 の激:しい拮抗 の歴史

であ る。 しか し、1970年 代以降意外な事態が進行 した。ハ ーバ ー ド学派 で もシ

カ ゴ学 派 で もな い第 三 の潮 流 、 「新 しい産業 組織論(NewIndustrialOrganization

Theory)」 が誕生 した ので ある。新 しい産業組織論 の誕 生には二 つの背 景が ある。

第-一に、伝統 的産業組織論 は内在 的 に非 整合な所 が ある。ハ ーバー ド学派 は、

現 実 の市場 が完全競争 と独 占の中間だ と認識 して いたが、不完 全競争 を有効 に

分析す るための市場行 動論 を持た なか つた。 シカゴ学派 は、産 業組織論 が ミク

ロ経済学 の一応用分野 であ る と認識 して いたが 、そ こで用 いるモデル は完 全競

争 と独 占の域 を出な い素朴 な もので しか なか つた。第二 に、 「ゲー ム理論 の静

かな革命 」は不完全競 争市場 の 「戦 略的相互依存 性」 をミク ロ経済学的視 点か

ら分析 す る こと を可能 に した。 こ うして 、 「産業 経済学 の理論 的発展 の黄金 時

代」(Martin1993)と い う状況が到来 したので ある。

1990年 代 ク リン トン(B.Clinton)大 統 領 の時代 に入 つて、新 しい産業組織論 は

徐々 に独 占禁止政策 に 「ポス ト ・シカ ゴ学派(Post-ChicagoSchoo1)」 として影 響

力 を持ち始 めて きた。そ の代表 的識者 シュマ レンジー(Schmalensee1982)は 、新

しい産 業組織論 が独 占禁 止政策 の 「実証 的分析(PositiveAnalysis)」 にお いて長

所 を持 つて い る と考 える。実証 的分析 とは、 「説 明的側 面」す なわ ち独 占禁止

法上 の違法 性 と違法 の場合 の損害額 の分析 であ る。ハーバー ド学派 は市 場が不

完 全競争 で ある ことを重視 し、 シカ ゴ学派 は経済 モデル の演 繹的な分析 の意 義

を説 く。新 しい産業組 織論 は、そ れ ら両方 の主張 を取 り入 れたモデル を開発 し
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てい る。他方 で、そ こで得 られた知見 を独 占禁止政策 に応 用す る際、ゲーム理

論 的分析 の 「均衡の 複数性 と限定合理性 」 「理論 上の予 言の非頑健性 」 「実証 の

困難 性」 のよ うな 問題点 を考慮す るべ きであろ う(Schmalensee1988)。 率直 に言

つて 、ゲーム理論 の産 業組織論 にお け る躍進振 りはただ 目を見張 る ばか りであ

るが、 「全て を説明す る理論 は何 も説 明 して いない」 とい う警 句 を思 い 出す べ

きで ある。優秀な ゲーム理論家 の参 入 は、退屈 な分野 と見 な されて いた産業組

織論 のイ メー ジを一変 させ たが、産 業組織論 の学 問的果実 を本当 に実 り豊 か に

したか どうか とな ると、 まだ判別 しかね る所が ある。

第2項 自然独 占性 か らコ ンテスタ ピリティへ

自然独 占性 とは

ネ ッ トワーク産業 は巨大な固定資本 ・イ ンフ ラ設備 を必要 とす るので、複数

の企 業が競争す る ことが本質的 に困難 で あ り、 また社会的 に も非効 率的で ある

と考 え られて きた。2社 よ りも1社 の生産 の方が効率的で ある経済的性質 を 「自

然独 占性(NaturalMonopoly)」 と呼ぶ。 自然独 占的産業 とは電気 ・電話 ・ガス ・

交通 の よ うな最終 消 費者の生活 に必需性が 高い 「公益事 業(PublicUtilities)」 の

ことであ る。各公益事業法 は破滅的競争や資本設備 の重複 を回避す るために 「参

入 ・退 出規制 」や独 占防止や 資源配分 の効 率化 のた めに 「価 格 ・投資規制 」 を

行 うことの法的権 限 を政府 に与えてい る。

図1に 基づ いて説 明 しよ う。需要規模(D)に 比 して 固定費用が甚大で ある産業

で は、平均 費用(AC)が 生産 量(Q)に 応 じて逓 減す る性質 が あ る。 これ を 「規 模

の経済性(EconomiesofScale)」 と呼び、 このよ うな産業で はただ一つ の企業が

生産 を行 うこ とが効率 的 にな る。価格(P)が 限界費用(MC)に 等 しい生産 量(Qm、)

が 「社会 的:最善 ・パ レー ト最適」 であ る。 しか し、 自然独 占的産 業で企業が 自

由 に価 格 設定 で きるな らば、 限界収入(MR)と 限界費用(MC)が 等 し くな るよ う

独 占的価格設定 を行 う。独 占利潤最大化 の下 では、価 格がPm。か らPmに 上昇 し、

生産量がQm。 か らQmに 低下す るので、 「死荷重(DeadWeightLoss)」 が発生す る。

これが 自然独 占的産業 における 「市 場の失敗(MarketFailures)」 で ある。

〈図1挿 入〉
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そ こで、一政府 は自然独 占企業に営業免許 を賦与する代わ りに、価格規制 を行

い資源配分の効率化を図る。価格規制には次のような方式がある。

「限界費用料金設定J

P=Pm、は社会厚生が最大化される最善状態である。ただし、企業側に固

定費用(灰色部分)だけの赤字が発生するので、自己採算性が保たれない。

「平均費用料金設定」

P=P。。は企業の収支均等の条件下で社会厚生が最大化 される次善状態であ

る。

「二部料金設定」

固定費を 「基本料金」、限界費用を 「従量料金」で徴収す るので、社会

厚生は最善であり、企業に赤字は発生 しない。

率直に言えば、自然独 占性の考え方は、官僚機構 と独 占企業 との結託である。

19世 紀末から20世 紀初頭にかけて、米国では独占企業をめぐる分離分割訴訟

が相次いだ。1913年 、「キングスベ リ誓約」によつて、Ar&Tが 政府 の公益事

業規制の傘下 に入る代償 として、公益事業特権 を獲得できたように、官僚は企

業 を監督する権限を手に入れ、企業は独 占を守ることを許 されたのである。穿

つた見方をすれば、席捲 しつつある社会主義 ・共産主義に対する資本主義の一

つの自衛策であつたのだろう。

コ ンテ ス タ ピ リテ ィ理 論 とは

シカゴ学派 のデムゼ ッツは、1960年 代 にお いて公益事業 のパ フォー マ ンスが

悪 化す る中、 「公 益事 業規 制 は必要 か」 とい う本質 的な疑 問 を投 じた(Demsetz

1968)。 彼は公益事業免許 が 「競 り(Bidding)」 に掛 け られ るな らば、公益事業規

制 は必要 ない と考 えた。 この考 え方は:ボウモル達 に大きな:影響 を与え、1970年

代 ボウモル達 による 「コ ンテスタ ビリティ理論(ContestabilityTheory)」 登場 の幕

上 げを担 つた(Baumol,Panzar&Willig1982)。 コンテス タブル市場 とは次 のよ う

な条件 を満 たす市場 である。

「コンテ スタブル市場(ContestableMarket)」

(1)全 企業 は同質的な費用関数 ・需要関数 を持つ こと。

(2)全 企業 は参入退 出が 自由、つ ま り 「埋没 費用(SunkCost)」 が存在 し

な い こと。

(3)既 存企 業 は時間 ラグをもつて しか価格 を変更で きない こと。
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(4)消 費者 は価格差異 に対 して時間 ラグな く反応でき ること。

コ ンテスタブル市場 では、常 に潜在 的参 入企業 が虎視 眈 々 と、既 存企業が超

過利潤 を貧 ろ うものなちば、電 撃的に参入 ・退 出(Hit&Run)し て利潤 をかす め

取 るので、既存企業 は超過利潤 を享 受で きず 、せ いぜ い平均 費用 価格設定 に甘

ん じなけれ ばな らない。 コ ンテスタブル市場 の持続 可能 な産業構造 は図2の よ

うに二つ のケースに分類 できる。

「パ レー ト最適(P=AC=MC)」

複数 以上の企 業がU字 型費用関数 の最低点で限界費用価 格で の生産 を行

い、産業 の需給均衡 も成 り立つ。

「ラムゼー次善(P=AC>MC)」

自然独 占企業が平均費用価 格での生産 を行 う。

従 つて、市 場が コ ンテス タブルで あ るな らば、潜在 的参入圧 力によ つて、 自

動的 に社 会厚 生上望 ま しい資源配分 が実 現 し、参入 ・退 出を制 限す る公益事業

規制 は不要 とな る。

〈図2挿 入〉

コ ンテ ス タ ピ リテ ィ理 論 の批 判 的検 討

コンテスタ ビ リテ ィ理論 は1970年 代か ら1980年 代 にか けて経済学 の学界で

大変 な 力 を持 つた。 この理論 の登場 によ つて多 くのネ ッ トワー ク産 業 の 自由

化 ・規制緩 和が始 まつた とも言われて い る。例 えば、米 国航空産業 は長 らく民

間航空委員 会(CAB)に よ つて規制 されて きたが、1978年 航空規 制緩和法(ADA)

が施行 され、CABも 間 もな く廃止 された。これ に他 国が次 々 と追随 していつた。

航空会社 が 自前で空港 やター ミナル施 設 を建設す る必要がな く、航 空機 の リー

ス 、 レンタルや 中古市 場が発達 し、他 路線へ の転 用 も容易で ある ことか ら、航

空産業 は埋没費用 のな いコ ンテ スタブル市場 である と考 え られ たか らである。

コ ンテス タビ リテ ィ理論 は時代 の寵児 となつたが、間 もな く総攻撃 を受 け、

や がて必ず しも説得 的な理論 ではな い ことが判 明 した。第一 に、 コ ンテスタ ビ

リテ ィ理論 は必ず しも頑健 ではなか つた。 理論 によれ ば、市 場が コ ンテスタ ブ

ルで あるな らば、公益事業規制 は必要な い。 これ は正 しい。それで は、現 実 の

市 場 はコ ンテスタ ブル であろ うか。答 えは否で ある。 リースや 中古市 場の整 つ

た航 空機 で さえ、市場退出時 に回収不能 とな る部分 の比率 は大 きい(松 岡1994)。
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わずかで も、埋没費用 が存在 す る場合 、 コ ンテ スタ ビ リテ ィ理論 の命題 は成立

しな くなるので ある(Schwartz&Reynolds1983,Schwartz1986)。 第 二 に、米国航

空産 業が規 制緩 和 された後、一・時的 に市場 の集 中度 は下が つたが 、1980年 代半

ばか ら 「ハ ブ ・ア ン ド ・スポー ク」 「コ ン ピュー ター予約 シス テム(CRS)」 「イ

ール ド ・マネ ジメ ン ト」 「常顧 客優待 制度(FFP)」 と呼 ばれ る新 しい経営戦 略が

登 場 し、再 び高度 に寡 占化 して いつた3。

コ ンテ ス タ ピ リテ ィ 理論 が遣 した も の

米国ではADAの 成立 とCABの 廃止 によ り、徹底 的な航空産業 の規制 撤廃 が

実 施 された。 コ ンテス タ ビ リテ ィ理論 によれ ば、規 制はな くとも市場 は上手 く

機 能す る はず で あつた。確 か に、規制撤 廃以後 、新規参 入航 空会社(ex.ピ ー プ

ル ・エクスプ レス)の増加 と旧州 内航 空会社(ex.サ ウス ウェス ト)の躍進が み られ、

実質1マ イルあた り平均運賃 「イール ド(Yield)」は低下 した。 しか し、1986年

以 降、多 くの参入航 空会社 と旧州 内航空会社 が大手航空会社 に吸収 合併 され 、

実質イール ドも上昇 に転 じた。1989年 以降、大航空会社が相次 いで連邦破産法

第11条 の保護 に入 り、債 務返済 を凍結 され た下で営業 を行 つた。最後 には、

コンテスタ ビ リテ ィ理論家 も航 空産 業 といえ どもコンテ スタ ブルな市 場で はな

く(Baumol&Willig1986)、 航 空規 制緩和 主導者 もコ ンテスタ ビ リテ ィは十分な

独 占防止手段 とはな らないと認 めざるを得 なか つた(Kahn1988a)。

率直 に言 えば、 コ ンテス タ ビリテ ィ理論 は時代 に咲 いた徒花 で あ り、有 害無

益な理論 としか思わ れない。 しか し、最近 、私 はコ ンテス タ ビリテ ィ理論 の現

代 的意義 を高 く評価す るべ きだ と考 える よ うになつた。第一 に、 コンテス タ ビ

リテ ィ理論 は固定的資本設 備 の 「上下分 離」 の可能性 を提示 した。 自然独 占性

の考 え方 では、設備 を敷設 する権利 と運用す る権 利 をJ体 の もの と考 え、規模 ・

範 囲 の経済性 の観 点か ら、公益事業規制 という枠組 み を必然 と見 な した のであ

る。 しか し、コ ンテス タ ビ リテ ィ理論 は、設備 を敷設す る権 利 と運用 す る権利

を峻別 し、設備 を運 用す る権利 の転 用 ・転 売可能性 を考慮 に入れ 、規模 ・範 囲

31980年 代初期こそ
、米国航空産業にコンテスタビリティ命題が適合しているという実証研究

が報告されたが、その後コンテスタビリティ命題を否定する実証研究が相次いだ。第一の批判

は、航空運賃のような市場成果が市場集中度と正の相関を持っているという報告である。同理

論が正 しければ、市場成果は市場集中度と関係ないはずである。第二の批判は、航空運賃や消

費者余剰のような市場成果が実際の競争相手の有無に正の相関を持つているという報告である。

同理論が正しければ、望ましい市場成果は潜在的競争だけで達成されるはずである。詳細は、

長谷川(1997)、Joskow&Rose(1989)を 参照せよ。
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の経済性 と競争的枠組みとの両立する理論的可能性を明示 したのである。第二

に、コンテスタビリティ理論は市場構造それ自体を構築 しようとす る 「動態的

産業政策」の可能性を提示 した。公益事業規制は、自然独 占性 という市場構造

を与件として・その市場行動を規制 しようとした。対 して、コンテスタビリテ

ィ理論は、もしも非コンテスタブルな市場をコンテスタブルな市場 に転換でき

るな らば、公益事業規制は必要ないことを示唆 している。こうした上下分離 ・

動態的産業政策が果た して思惑通 り機能す るのか どうか疑問の余地は多いが、

コンテスタピリティ理論が現在の規制改革の中心的論点 「構造的措置」 「分離

分割論」を意図せざる形で先取 りしていたことは興味深い。

第3項 公益事業規制 か らイ ンセ ンテ ィブ規制へ

公 益 事 業 規 制 とは

公益事業規制 では、 「公正報酬率規制(FairRateofReturnRegulation)」 と呼 ば

れ る方 式が採用 されて きた。公正報酬率規 制で は、真 実 ・有効 資産(RateBase)

に公正報酬率(FairRateofReturn)を 掛 けた公 正報酬 を営業 費用 に足 して需要で割

り、単価 を求め る。価格P、 営業費用c、 資産K、 公正報酬 率 ρ、負債利子率i 、

負債1資産DIK・ 自己資本利子率r、 自己資本1資 産E/K、 需要量Qと す ると、P=(C+

ρK)1Q・ ρ=iDIK+TE/Kと 表せ る。公正報酬率規制 の利点 は、(1)社会 的受容性

と公平性 を持 ち、(2)規制 の ラグ効果 が働き、(3)投 資 の安定性 とサー ビス水準 の

確保がで きる ことで ある(植 草1996)。 他方、公正報酬率規 制 の問題点 は、(1)経

済的な非効率性 を招き、(2)規 制 の失敗 が発 生す る ことである。第 一 に、公正報

酬 率規制で は政府 の査定 能力 の限界 のため技術 的非効 率性 「X非 効率性」が発

生 し、また報酬が資産 に依存す るので過剰資 産 の傾 向 「Averch-Johnson効 果」

が生 じる。第二 に、政府 と企 業 の交渉 によ る公正報酬率 の決定 には恣 意性が つ

き ま と い 、 政 府 が 企 業 に取 り込 まれ て し ま う事 態 「規 制 の 虜(Regulatory

Capture)」 が起 こ りかね な い。 また 、情報 の非対称 性 のた め政 府 の規 制能 力 に

は限界 があ り、規 制コス トも高 くつ く。

イ ンセ ンテ ィブ規制 とは

近年では企業にある程度の裁量権 を与えて、望ましい経済的成果を引き出そ

うとす る規制方式が採用されるようになつてきた。それが 「インセ ンティブ規
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制(lncentiveRegulation)」 で ある。イ ンセ ンティブ規 制 には、次 のよ うなタイ プ

が ある。

「利潤分配(ProfitSharing)規 制」

公正報 酬以上 の利潤 を達 成 した場合 、企業 に超 過利潤 の一部 を獲 得す る

ことを許 容 し、生産 効率化 のイ ンセ ンテ ィ ブを与 える規 制4。n:獲 得

利潤 、H。:基 準利潤 、n、:実 現利潤 、 α:分 配 ウェイ トとす る と、n=

n。+α(n。 ・n。)=(1一α)no+αn、 と表せ 、実 際 に企 業が得 る獲得 利潤 は基

準利潤 と実現 利潤の加重和 とな る5。

「プ ライス ・キ ャップ(PriceCap)規 制」

価 格上限 の範囲 内で料 金体系 の リバ ラ ンシ ングを認 める規 制6。Pt:t期

の平均価格 、RPI:物 価 上昇 率、X:生 産性向 上率、Z:制 度 ・投資 ・原

料等 の調整率 とす ると、Pt=Pト1(1+RPI-X+Z)と 表せ る7。 この規制 の利点

は(1)経 営効率 化 のイ ンセ ンテ ィブ、(2)価 格 の リバ ラ ンシング、(3)規 制

の透明化 ・簡素化 、(4)規制 コス トの削減 、(5)Averch-Johnson効 果 の回避

等 で ある。他方 、 問題点 は(1)急 激 な価 格 リバ ラ ンシ ング の弊 害、(2)生

産性 向上率X項 決定 の困難 さ、(3)過 小投資 とサー ビス劣化等で ある。

「ヤrド ステ ィ ック(Yardstick)規制」

地域 の独 占企業 の経 済実 績 を比較 して間接 的競 争 を作 り出す 規制8。 日

本 の私鉄 ・バス の標準原価方式 はヤー ドスティ ック規制 のJ例 であ る9。

そ こで は、個別 的環境要 因 を補正 した原価 をもとに上位 ・中位 ・下位 に

分 け、それぞれ の減 額査定 の額 を変 えて いる。ヤー ドスティ ック規制が

4米国の戦後の電力産業で は一種 の利潤分配契約が結 ばれ 、NTTの 幅公正報酬率規制 も一種 の

利潤分配方 式 と見 なせ る。さ らに、ガス事業法の報償契約 においてガス事業者が地方政府 に納

付す る報償 金に利潤分 配規制の一種であ る 「ス ライデ ィング ・スケール法」が採用 された。
5Leob&Magat(1979)は

、政府が企業 に社会厚生 の残余請求権 を認 める ことによつて、最適 な資

源 配分 が達成される ことを論 じた。
6プ ライス ・キ ャップ規制 は

、1983年 に英国の電気通信 にそ の適用 を主張 したLittlechildReport

以来、非常 に沢山の国 と産業で導入されてい る。 日本 の電気通信産業で も、NTTの 経営形態 の

見 直 しに合わせて、NTT東 日本 ・西 日本 の電話 ・ISDN・ 専用 の基本サ ー ビスにプ ライス ・キ

ャップが2000年 度か ら適用 された。
7Vb

gelsang&Finsinger(1979)は 、プ ライス ・キャ ップ規制 を通 じて、料金が ラムゼー型の平均費

用価格設定 に動学的 に収束す ることを論 じた。
gShleifer(1985)は

、ヤー ドスティ ック規制 を通 じて 、最適 な資源配分 が達成 され ることを論 じ

た。
9日本 の乗合バ スではブ ロック ごとの標準原価 を求 め

、 「1!2実績原価+1/2標 準原価」 に基づ き、

ヤー ドステ ィック規制 を採用 した。それ は伝統 的規制 とヤー ドスティ ック規制 のハイブ リッ ド

規制で あるという意 味で も興 味深 い。
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本 当に上手 く機能す るか どうか は、費用 ・需要 条件 の企業 間等質 性 と企

業 間の共謀 の不可能性 に掛 か つて いる。 と りわ け前者 は大 きな問題で あ

る。

そ の他 、事業免許 を競 売にか ける 「フラ ンチャイズ ・ビッデ ィ ング(Franchise

Bidding)」、規制 スキー ムに裁 量性 を持 たせ企 業 に 自己選 抜 させ る 「ベイズ型 プ

リンシパ ル ・エー ジェ ン ト規 制」、様 々な規制方 式 の混合 で ある 「ハイ ブ リッ

ド(Hybrid)規 制 」等 がある10。

近 年で は、非 常 に多様 な規制 スキームが考案 されて い る。 しか し、率直 に言

えば、イ ンセ ンテ ィブ規制 が未だ に伝統 的公正報酬率規制 を遥か に しの ぐパ フ

ォーマ ンス を発揮 して いるよ うには思われ ない。例 えば、 プライ ス ・キ ャ ップ

規制 にお いてX項 の決定が一番厄介 な問題 であ り、Xが 低す ぎる と企業 に超過

利潤 を許 し、Xが 高す ぎる と企業 に経営不安 を招 く。結 局、Xは 企業が公正報

酬 を獲得で きるよ うに政治 的 に設定 され るため、 プ ライス ・キ ャ ップ規 制 と伝

統 的規制 の区別 は曖昧 となる。 また、'政府 間の規 制 スキーム のヤー ドステ ィ ッ

クな競争が必要 な こと も重要 で ある。 ある政府 機関が あ る規 制方式 を導入 した

ら㍉負 けず と別 の政府機 関 も別 の規制 方式 を考 案す る11。この よ うな規 制主体

間の競争が規制 スキーム の向上 に貢献 しよ う。畢寛 、現在 日本 に欠 けてい るの

は この点 である。

第3節 ポ トル ネ ック独 占

本 節で は、供給側 の規模 の経済 性で あるボ トルネ ック独 占を解 説 しよ う。第

1項 では、 ボ トル ネ ック独 占 とは何か を論 じる。第2項 で は、ボ トルネ ック独

占を開放す るためのアクセス ・チャージ政策 を論 じる。第3項 で は、ボ トルネ

ック独 占の厚 生経済学 的特質 を論 じる。

10ベイズ型規制 は大 き く分 けて
、企業 のタイ プが私的情報 となる 「ア ドバー ス ・セ レクシ ョン

(AdverseSelection)」 モデル と(2)企 業の行 動が私 的情報 となる 「モ ラル ・ハザー ド(MoralHazard)」

モデル の二つが ある。Baron&Myerson(1982)は 前者、Laffont&Tirole(1986)は 後者 の代表 的モ

デルで ある。 ある識者(B.M.Mitchell&1.Vogelsang)の 言葉 を借 りれ ば、 「ベイズ学派 の規制 メカ

ニズム は理論 闘争 には勝利 したが 、まだ料金設 定実務 にさほ ど規 範的な影響 を及ぼ して いない」。
11米国 の情報通信産業 を例 にとれ ばFCCを 筆頭 にDQJ ・FTC・USTR・PUC等 がそれぞれ独

自の立場か ら政策 ・競争 ・規制 を担 当 しているのであつて、必ず しも明確 な役割分 担があ るわ

けで はな い。
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第1項 ポ トルネ ック独 占とは

ポ トル ネ ッ ク独 占 と不 可 欠 設 備

ネ ッ トワ._._ク産業 の特徴 は巨大 な資本設備 ・イ ンフラを必要 とす る ことで あ

る。電話 でいえ ば、市 内交 換機か ら各端 末 まで の市 内通信 回線網 。電 力でい え

ば、発電所 か ら各需要 家 まで の送電 ・配電網。 ガスで いえば、天然 ガス基地 か

ら各需要家 まで のパイ プライ ン。このよ うな設備は競争の頸木 という意 味で 「ボ

トルネ ック独 占(BottleneckMonopoly ,)」あるいは 「不 可欠設備(EssentialFacility)」

と呼 ばれ る。既 存企業 がボ トルネ ックや不可欠設備 を所有 し、新 規参入事 業者

がそれ を利用 してサー ビス を提供す る場合、両 者の問で公正有効 な競争条 件 を

担保す るよ うな政策 を とらな けれ ば、新規 参入者 は既 存企業 に太 刀打 ちできな

いだ ろ う。そ こで、米 国では20世 紀初頭 か ら鉄道や 電力 にお いて次 のよ うな

法理 が定め られてきた(Sidak&Spulber1998,木 村1999)。

「不可欠設備 法理」

(1)複 製 の 困難 な不可 欠設備 の所有 者 は第三 者 とそれ を共 有す る義務 が

ある。

(2)ま た、そ の共 同使用 を拒絶 してはな らない。

(3)も し拒絶すれ ば独 占行為 にあたる。

従 つて、不可 欠設備 の所有者 は、そ の利 用者 に対 して 「イ コー ル ・アクセ ス

(EqualAccess)」 「非差別的料金(NondiscriminatoryTariff)」 さ らに最近 では 「ア ン

バ ン ドリング(Unbundling)」 を提 供 しな けれ ばな らな い。具体 的な事 例 を挙 げ

る と、鉄道 の交換 接続点(1912年U.S.v.TerminalRailroad)、 電 力の送電設備(1973

年OtterTailPower.v.U.S.)、 電話 の市 内交換網(1983年MCIv.Ar&T)に 不 可欠

設備 法理 が適用 され た。近 年で は技術 情 報 の知 的財産権(1998年Intergraphv.

Intel)にも同法理 が及 んでいる。

行 動 的 措 置 と構 造 的 措 置

ポ トル ネ ック独 占設 備 を どの よ うに 開放す るかが ネ ッ トワ..__ク産 業 の 自由

化 ・規制緩和 の政策課題 となる。 これ には、二つの考 え方 が ある。

「行動的措置(BehaviorRemedy)」

ボ トルネ ック独 占企 業 の事業 戦略、例 えば参 入 ・退 出 ・料金 ・投 資 ・兼
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業 ・規格標 準化 な どに対 して政府が行政的 に介入す る こと。

具体的 には、市場支配率 の高 い支配 的な企業 にだけ重 い規制 をか ける 「非対

称規 制(AsymmetricRegulation)」 や 朴 ル ネ ック独 占設備 の会計 を分離 した り、

情報公 開 を求 め るよ うな規 制 の こと。行 動的措置 の欠点 は 「裁量 型規制」 にな

りやす く、行政 の管理 におかれた 「手錠付 きの競争」 に陥 る ことで ある。

「構造的措置(StructureRemedy)」

規制産 業の様 々な事 業活 動 に従事 す るた めの資格要件 を公開 して 、規 制

産業 の構造 を設計す る規制 の こと。

例 えば、米国 の電気通 信産業や英 国の電 力産 業の事 業者 の垂直 分離 と営業地

域 の分割が これ に当た る。 日本で も電電公社 ・NTTの 経 営形態 をめ ぐつて約15

年 にわた り議論が繰 り広 げ られ 、最後 は持 ち株 会社 方式 の再編 成 に落 ち着 いた

が 、そ の余波 は今 もくすぶ つている。構造 的措 置 の欠点 は決 定 まで に法廷 闘争

を含 めて長 い時 間 を要 し、そ の間に産 業構造や 技術 条件が大 き く変化 して しま

うことで ある。 また、分離分割 を行 う ことによ る規模 ・範 囲の経済性 の喪 失 と

それ に伴 う国際競争 力の低下 を懸念す る声 も強 い。

結 局の と ころ、行 動的措置 によ つて も構造 的措置 によつて もボ トル ネ ック独

占問題 を一挙 に解決す る ことは困難 で ある。重 要な論点 は、従 来 の 「裁量 型 ・

事 前規 制」 をよ り透明かつ 中立的な 「ルー ル型 ・事後規制 」 に転換す る ことの

方 で はなか ろ うか。 この点 で興味深 いのは近年 の欧州 の電 気通信事業規制 の事

業法 か ら競 争法 へのシ フ トであ る12。現在 、英 国OFCOMやEU委 員会 は、電

気 通 信 市 場 の競 争 状 況 を判 定 す る 「有 効 競 争 レ ビュー(EffectiveCompetition

Review)」 を実 施 し、有 効 な 競 争 が未 だ 生 起 して お らず 、 「支 配 的 な 事 業 者

(SignificantMarketPower)」 が存在す る場合 のみ事前規制 を継続す る ことと定め

てい る。実際 には、有効 競争 レビュ.___を実 施す る上で(1)規 制改革 先進 国 の英国

で新 しい情報通信サ ー ビス の有効競 争が さほ ど進 んで いない とい う逆説、(2)新

興 市場(EmergingMarket)に お ける市場 の画定 の恣 意性、(3)産 業融合 時代 に古 い

産 業 の支配的事業者 のみ規制す る ことの陳腐 さ、(4)縦 割 り行 政によ る産業横断

的な レビューの困難 さな ど幾 つか の課題 が残 されて い るが、それ で も今後 の検

討 に値す る競争政策 で ある。

12有 効競争レビ
ューに関しては、(株)情報通信総合研究所 ・神野新氏の京都大学経済学部 「情

報通信産業論」講義内容から多くを教わつた。
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第2項 ポ トルネヅク独占の相互接続政策

ア ク セ ス ・チ ャ...rジと は

ボ トル ネ ック独 占設備 を共有す る際 に支払 うべ き料金 を 「ア クセ ス ・チ ャ,_._

ジ(AccessCharge)」 と呼ぶ 。 こ こで は長距離通信 網 と地域 通信網 を持つ ボ トル

ネ ック独 占電話会社Xと 長距離通信網だ けを持つ新規参入電話会社Nを 例 に

とる。xは 長距離 と地域 の通信網 を持 つて いる ので、 自前で最終サ,_.._.ビス を消

費者 に提供で きる。NはXの 地域 通信網 を使用 しな けれ ば、最終サー ビス を消

費者 に提供で きな い。 この時 、Nは どれ だけのアクセ ス ・チ ャー ジをXに 支払

うべ きであろ うか。基本 的には、二 つの考 え方 があ り得 る。

「増分費用ル,_....ル(lncrementalCostRule)」

Xの 地域通信網 をNに 開放す る場合 に追加的 に発生す る保守 ・管理 ・運

用 のよ うな費用 のみ を単価割 して料金 を設定す る方式。

「単独採算 費用 ルール(StandAloneCostRule)」

Nが 単独 で一か ら地域通信網 を建 設す る場合 の資本 ・設備 か ら保守 ・管

理 ・運用 までの全ての費用 を単価 割 して料金 を設定す る方式。

増分費用ルー ル は新規参入者 が長距離 ・地域通信網 の共通費用 を一切負担 し

ない ので 、ア クセス ・チャー ジの下 限 といわれ る。単独 採算費用ル ール は新規

参入者が共通 費用 を全 て負担 す るので、上限 といわれ る。実 際には、次 のよ う

な中間的な方式が採 用 され る(Baumo1&Sidak1994)。

・「効 率的投入財価 格ルール(EfficientComponentPricingRule)」

Xの 地域通信網 をNに 開放す る ことによつて、Xは 収益 の一 部 を失 う。

そ こで、Xは 自らの逸 失利得 を増分費用 に上乗せ した額 を単価割 して料

金 を設定す る方式。

「増分費用plusル ール(lncrementalCostPlusRule)」

増分費用ルール はXに 共通費用 の回収 を認 めな いので、Xは 過去の投資

を償還 できな くな る。そ こで、増分費用 に一定比率 のマ.__.クア ップ を付

加 した額 を単価割 して料金 を設定す る方式 。

効率 的投入財価格ル ール は、新規参 入が ない場合で もあ る場合で も同額 の収

入 を確保 で きるので、ボ トル ネ ック独 占企 業に とつて合理 的 アクセ ス ・チ ャー

ジ となる。 しか し、一一般 に、ボ トルネ ック独 占企 業 の収入 には、独 占的な レン

トや 非効 率的 な費用 による水 増 し分が含 まれて いるので、社 会的 には効率的 と
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いえな い。そ こで、現在 、多 くのネ ッ トワー ク産業で採用 されて いるアクセ ス ・

チ ャー ジ ・ルール は増分費用plusル ール の方で ある。

未 来 志 向 のTE:LRlCと は

1990年 代後 半に脚光 を浴びたルールが 「未来指 向(Forward-Looking)長 期 増分

費用」 あるいは 「T耳LRIC(TotalElementLongRunIncrementalCost)」 で ある13。

同ルール の提 唱者 は、TELRICこ そ 「配分効 率性(効 率 的参 入誘 因)」 「技術 的効

率性(費 用最小化 誘 因)」 「動態的効率 性(効 率 的投 資誘 因)」 を与 える ものだ と主

張 して いる(Economides&White1994,1995)。 米 国のFCC・ 英国 のOFTEL・ 日

本 の総務 省がそ ろつて未来指 向長期 増分費用ル ール を採用 している現在、 ア ク

セス ・チ ャー ジのグローバル ・スタンダ..__.ドとなった感が ある14。

「TELRIC(TotalElementLongRunIncrementalCost)」15

(1)「 未来指 向 の費用」。 「ア ンバ ン ドリング(Unbundling)」 によ つて細 分

化 されたネ ッ トワー クの構成要 素 ごとに、現在 の技術水 準か らみて合理

的な費用 のみ を計上す るので、埋没費用 は排 除 され なけれ ばな らない し、

技術革新が ある場合 、歴史 的原価 よ り低水準 となる。

(2)最 も効率 的な 生産 方式で計算 され た 「最小化 費用 」。全 て の生産要 素

を前変的 と想定 した場合 の 「長期 費用」。

(3)一 般 に地域 通信 サ.__.ビスは規模 の 経済性 を持 つ ので、 ア ンバ ン ドル

され た要 素の全 ての需要量 を考慮 して計算 され た 「平均 費用 」。

(4)共 通 費用 配賦 のた め のマー クア ップ は認 め られ るが、独 占的 レン ト

や経営非効率性 に起 因す るマー クア ップは認 め られない。

TELRICは 洗練 されて い るものの、依 然課題 の多いルール で もある。理 由を

い くつか列挙 しよ う。(1)費 用算 出 にあた つて会計情報 とモデ ル情報 の問の非整

合性 が発生 し、現在 の財務会計 ・監査 制度 の存 在意 義 を否定す る。(2)現 実 のネ

ッ トワー ク構造 を無視 して仮 想上の効率 的ネ ッ トワー クをモデル化 し、歴 史的

13会計情報 を用 いた費用算定方式 を 「トップダウン」
、仮想 的なモデル情報 を用 いた費用算定 方

式 を 「ボ トムア ップ」とい う。また、資本設備 等の固定費用 を歴史的費用で計算す る場合 を 「バ

ックワー ド ・ル ッキ ング」、現在 的費用 で計算す る場合 をfフ ォ ワー ド ・ル ッキ ング」 とい う。
14実 際には

、米 囲にお いてす ら、TELRICは 広 く認め られたルール というわ けで はな く、市 内

通信網 に新規参入市 内事業者 が接続す る際の接続料金(InterconectionCharge)に はTELRICが 採

用 され ているが、市 内通信網 に長距 離事 業者 が接続す る際の接続料金(AccessCharge)に は従来

の歴史 的費用 を用 いた費用積 み上げ型&プ ライス ・キャ ップ規制が採用 されてい る。
15Hausman(1997)はTELRICを 資本設備 の レンタル価格 とみな し

、完全競 争下で はrTELRIC=資

本設備 の限界費用 ×(利子率+技 術 進歩 率+資 本減耗率)」 で あることを導出 した。
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費用 を排除す る ことは、ボ トル ネ ック事業者 に多大 な 「回収不能 費用(Stranded

Cost)」 を負わせ る ことにな り、財 務危機 を引き起 こす。(3)規 制当局が 一方的

に規制 スキーム を変更 し、事業者 に損失 を負わせ る ことは規 制契約 の不当な破

棄 にあた り、r制 の剥奪(RegulatoryTaking)」 と呼 ばれ る。(4)将 来 の投資

イ ンセ ンテ ィブが損 なわれ、社会 的イ ン フラの過小投資 を引 き起 こし、長期的

なサー ビスの質 ・信頼 性が損なわれ る。(5)実 際 には、試験研究 費 ・一般管理費

のよ うな共通費用 を加 える長期 増分費用plus方 式が採用 され るが 、恣 意的な

均一 マー クア ップが加 え られ る場合が多 く、そ のため の経 済理論(ex.ラ ムゼー

価 格)が 考慮 されて いない。(6)電 話ネ ッ トか らIPネ ッ トへ急速 に変化 しつつ あ

る現在 、そ の都度 エ ンジニ ア リング ・モデ ルを改 訂す る ことは事実 上困難 で あ

る し、規制費用 も極 めて大 きい。(7)電 話 のボ トルネ ックを前提 と した古 い概念

で あ り、有線 ・無線 の様々な代替 的ア クセ スが登場 し、施設 べ..._スのネ ッ ト間

競争が始 まつて いる時代 にはそ ぐわな い。

新 しい ア ク セ ス ・チ ャー ジ の必 要 性

率直 に言 えば、現行 の長期増分 費用 方式 のア クセス ・チ ャー ジをめ ぐる監 督

官庁 ・事業 者間 の論 争点 は、例 えば交 換機 の機 能 を一部 切 り出 した き線点RT

の費用 を誰 に負担 させ るか とい うよ うな歴史的 ・実務的 問題 であ り、接続料 金

はか くあるべき という本質的な 問題で はな い。電気通信 の分野で は無線やCArv

のよ うな代 替的技術 の登場 、エ ネル ギーの分野 では コ._,_ジェネや 分散型電源 の

普 及 によ り、従 来 のよ うなボ トル ネ ック独 占型 の産 業構 造が急速 に崩れつ つ あ

る。 ここで解説 したボ トル ネ ック独 占を前提 と したア クセス ・チ ャー ジの適用

範 囲 は縮小 しつつ あ り、代 わ つて光 フ ァイバー ・アクセ ス網や次世 代携帯電話

網 、基 幹パイ プ ライ ンのよ うな新 しいイ ンフラの投資誘 因 と両立 でき るよ うな

アクセ ス ・チ ャー ジ ・ルールの策定 が火急 の課 題 とな つて いる。

第3項 ポ トル ネ ック独 占の基本定理

ここまで、ボ トルネ ック独 占をめ ぐる諸 問題 を解 説 してきた。そ こで、本項

で は、ボ トル ネ ック独 占に関す る厚 生経済学 的性質 を理論 的 にま とめ、本 節 の

結論 と しよう。次 のよ うな 「コ ンポ ・モデル(ComponentModel)」 を考 え る。例

え ば、 コンポAは 長距 離通信網 を表 し、Bは 地域通 信網 を表す。各 コ ンポ は2
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種類 あ り、A1,A2,B1,B2で 表す 。コ ンポの組 み合 わせ をシステム と呼ぶ と、最

終財 として のシステ ムにはAiB,,AIB2,A2B1,A2B2の4種 類 ある。モデルの詳細

はAPPENDIXIに まと'められて いる。

ここでは、図3の よ うに 「ボ トルネ ック独 占モデル」 と 「ネ ッ トワー ク間競

争 モデル」 とい う2つ の産 業構造 を考 えよ う。ボ トルネ ック独 占モデル は1way

接続 モデル とも呼 ばれ、一つ の会社 が別 の会社 に接続 を必要 とす るが 、そ の反

対 は成 り立 たないよ うなネ ッ トワー ク構造 を表 す。そ こでは、一つ の レベ ル を

独 占す る支配 的事業者 と部分 的参 入事業 者の2つ が ある。支配 的事業者 はA1,Bl,

B2を 提 供 し、参入事 業者 はA2の み を提供 す る。他方 で、ネ ッ トワー ク間競 争

モデ ルは2way接 続モデル とも呼ばれ、発信す るユ._._ザーがそれぞ れ異 なる ロ

ーカル ・ネ ッ トワー クに属 し、それぞれ の事 業者 は他事業者 か ら着信 のための

接続 を購入 して もしな くて もよいよ うな ネ ッ トワー ク構造 を表す。そ こでは、

支配 的な事業者 は存在せず 、A1,B、 を提供す る事業者 とA2,B、 を提 供す る事業

者 がある。

〈図3挿 入 〉

果 た して、 ボ トルネ ック独 占 とネ ッ トワー ク間競争 の どち らの産業構造 が社

会厚 生上望 ま しいだ ろうか。 この ことをま とめた のがボ トルネ ック独 占の第一

定理 である。

「ボ トルネ ック独 占の第一定理 」

ネ ッ トワー ク問競 争の方が ボ トルネ ック独 占よ りも総 生産量が大 き く、

社会厚生 上優 れる。

何故 ネ ッ トワー ク間競争 の方 がボ トルネ ック独 占よ りも社会厚 生が高 いのだ

ろ うか。2つ の理 由が ある。一 つは 「垂直的外 部性 の内部化 」の作用で ある。

っ ま り、垂直統合事 業者 は各 コ ンポの需要 ではな く、 システムの需要 を考慮 し

て価格 設定す る。言 い換 えれ ば、ネ ッ トワー ク間競争 は 「二 重マー ジ ン」 によ

つて システム価格 が上昇す る ことを避 ける ことが出来 る。 もう一つ は 「水平 的

競 争効果 」 の作用 であ る。つ ま り、 コンポ を独 占的 に所有す る企 業が存在 しな

いために、システム間 の価 格競争が有 効 に働 き、 システムの需要 が喚起 され る。

それ では、社会厚 生上劣 るボ トルネ ック独 占を どの よ うに規制 すれ ばよいの

だろ うか 。 ここで は、ボ トル ネ ック独 占の規 制 モデル として 、 「アクセス ・チ
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ヤージ規制」 と 「構造分離規制」を考えよう。アクセス ・チャージ規制とは、

ボ トルネ ック独 占構造を垂直分離しないで、ボ トルネック独占コンポの価格の

みを公的に規制す る行動的措置である。構造分離規制 とは、ボ トルネック独占

構造 を垂直分離 し、分離されたボ トルネ ック独 占コンポを公的に規制する構造

的措置である。

果た して、アクセス ・チ ャージ規制 と構造分離規制のどち らの産業構造が社

会厚生上望ましいだろうか。 このことをまとめたのがボ トルネック独 占の第二

定理である。

「ボ トルネック独 占の第二定理」

アクセス ・チ ャージ規制の方が構造分離規制よりも総生産量が大 きく、

社会厚生上優れる。

これは、アクセス ・チャージ規制では、垂直的外部性が内部化されるので、

垂直統合事業者は各コンポではなくシステムの需要の観点か ら利潤極大化 を図

るのに対 して、構造分離規制では事業者は各コンポの需要の観点か ら利潤極大

化 を図るか らである。アクセス ・チャージ規制 と構造分離規制が等値 となるの

は、ボ トルネック独 占コンポが限界費用価格設定される場合である。

以上のボ トルネック独占の基本定理をネッ トワーク産業にあてはめてみよう。

1つ の垂直統合事業者があるレベルのコンポを独占するボ トルネ ック独占と2

っの垂直統合事業者が互いに競争するネッ トワーク間競争とを比較す ると、ネ

ッ トワーク間競争の方がボ トルネ ック独 占よ りも社会厚生上優れている16。従

つて、新規参入事業者が代替的アクセスを使つてボ トルネ ック独 占分野に参入

し、エン ド・エン ドでサー ビスを提供す ることは競争上有益である。 しか し、

実際には、新規参入事業者がエン ド・エン ドで代替的なネ ットワー クを構築す

るには膨大な時間と費用が必要である。そ こで、ボ トルネック独 占を前提 とし

て、ボ トルネック独占事業者の市場支配力を規制 しなければならない。アクセ

ス ・チャー ジを規制する行動的措置 と事業者のアンバン ドルを行 う構造的措置

を比較すると、行動的措置の方が構造的措置よ りも社会厚生上優れる。これは、

構造的措置の結果、垂直分離された事業者はシステムではな くコンポの観点か

ら利潤最大化 し、結果 としてシステム価格が上昇す るか らである。ボ トルネッ

16こ こでは
、お互いの供給するコンポはアンバンドルされていて、異なる事業者のコンポをバ

ラ買いしてシステムを構成することが可能という前提が置かれていることに注意されたい。こ

の前提は、この産業でオープン ・アクセスが実現していることを意味している。
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ク独 占の市場支配力を事業者か ら構造 的に剥奪 し、競争可能なコンポのみを分

権的意思決定に委ねることが社会的に最適ではないことが以上か ら論証される。

この結論はやや意外である。支配的事業者を細かく分離分割 し、よ りア トミ

ックな競争構造を作 り出す ことが社会経済的パフォ,___マンスを劣化 させる可能

性を指摘 しているか らである。英国や米国加州の電力産業におけるアンバ ンド

リングが予想通 りの経済的帰結をもた らしていない事実を考える上で、これ ら

の理論的含意は興味深いのではないだろうか。

第4節 ネ ッ トワー ク外部性

本 節では、需要側 の規 模 の経済 性で あるネ ッ トワー ク外 部性 を解説 しよう。

第1項 で は、ネ ッ トワー ク外部性 とは何か を論 じる。第2項 で は、ネ ッ トワー

ク外 部性 を発揮 させ る為の標 準化 政策 を論 じる。第3項 で は、ネ ヅ トワーク外

部性の厚生経済 学的特質 をモデル分析か ら論 じる。

第1項 ネ ッ トワー ク外部性 とは

直 接 的 ・間接 的 ネ ッ トワー ク外 部 性

ネ ッ トワー ク産業 には、加入者 の需要及び便益 が システムの加入者数や ネ ッ

トワ,___クの規模 のそれ 自体 に依 存す る性質 があ る。例 えば、デ,_._タ交換 プ ロ ト

コル の標準化 の不完全 な携帯 電話 の加入 を考 え る際 よ り大 きな規模 を持つ ネ

ッ トワー クに加入 した方が 消費者 の利便性 が高 まる。 この様な性質 を 「ネ ッ ト

ワー クの外部性(NetworkExtemalities)Jと 呼 ぶ。Katz&Shapiro(1994)は ネ ッ トワ

ー ク外部性 を2つ に類型化 して いる。

「直接的ネ ッ トワ._._ク外部性」

電話 のよ うな通信 ネ ッ トワご クで は、需要 が価 格 のみな らず ネ ッ トワ..._

クの規模 の関数 で ある。私 的限界便益が社 会的限界便 益 を下 回るので、

ネ ッ トワー クの私 的な規模 は社 会的 に最 適な規模 に比 して過 少 とな る傾

向がある。

「間接的ネ ッ トワー ク外部性」

消費者 間の システ ムの選択 が効用 に直接 影響 を及 ぼすわ けで はな いが 、

コンテ ンツ の多様性 や価 格 を通 じて間接的 に影 響 を及 ぼす 。例 えば、特
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定 のハ ー ドにのみ使用で きるソ フ トが充実 して いるため に、そ のハー ド

の市場優位が 「ロ ックイ ン(Lock-in)」 して しまう。

ネ ッ トワー ク外 部性 が存在す る場合、次 のよ うなネ ッ トワー ク産業特有 の問

題が重要 にな る(Katz&Shapiro1985,1986a,1986b)。

「既得基盤(lnstalledBase)」

ネ ッ トワ.__.ク外部性 が存在す る場合 、需要側 に規模の経済性が発生す る。

も しも消費者が ある企業規格 やネ ッ トワー クが優位 にな る と予 想すれ ば、

消費 者はそ の規格 やネ ッ トワ..._.クに対す る支払意志額 を高 め、実 際そ の

規格やネ ッ トワークが優位 にな る。

「互換性 の社会 的誘 因」

ネ ッ トワ..._.ク外 部性が存在す る場合、企 業 は規格や ネ ッ トワーク間 の互

換性 を設定す るため の適切 な誘因 を持 つか否か とい う問題が発 生す る。

実 際、互換性 に対 す る企業 の私 的誘 因 と社 会的誘 因 との間で は乖離が発

生 し、互換性 は社会 的に過 小な水準 しか達 成 されな い傾向 を持つ。

ネ ッ トワー ク外 部 性 の市 場 の失 敗

ネ ッ トワー ク外 部性 が存在す る場合、ネ ッ トワー ク産 業は市場 メカニズムが

必 ず しも社 会 的 に望 ま しい資源 配分 を保 証 しな い とい う市場 の失 敗 が起 き る

(Farrell&Saloner1985,1986}0

「過剰慣性(ExcessInertia)」

非効 率的な 旧技術 が既得基盤 を持つた めに、効率 的な新 技術 の採 用が 阻

害 され る場合。

「過剰転移(ExcessMomentum)」

非効率 的な新技術 が将来普及す ると予想 され るた めに、効率 的な 旧技術

を駆逐 して しま う場合。

典型 的な過 剰慣性 の事 例 は、 タイ プ ライ ター のキーボー ド配列 の設 計で ある

(David1985)。 ショールズ(C.LSholes)に よるタイプ ライターの開発は1867年10

月 にまで遡 るが、昔 のキーボ.__.ドは早打 ちに十分対 応 して な く、 しば しば鍵盤

が絡 まって しまつた。そ こで、 タイ ピングの速度 を落 とす 目的で、今 では標 準

配列 と して普及 して いるQWERrY配 列が登場 した。 こう してQWERrYが 普及

す る と、今度 はタイ ピングの低速度 が普及 阻害 要因 とな る。そ こで 、よ り学習

しやす くかつ速度 を向上 させ るため に1932年DVORAK配 列 が開発 された。 し

一20一



か し、既 にQwERrYが 既得基盤 を固め普及 し尽 くして いたために、DVORAK

は業界標準 とはな り得 なかつた。

第2項 ネ ッ トワー ク外部性 の標準化政策

標 準 化 の類 型 化

ネ ッ トワー ク市場で は小 さな初期値 が大 きな持続 的効果 を持つ ので、既 得基

盤 を形成す るため の普及戦 略が重要 であ る。例 えば、ハ ー ド部 門 とソフ ト部 門

の垂直統合 や ソフ ト提供 の排他的契約 のよ うな戦 略、 さ らには標準化 の戦略 的

意思決定等 を列挙 で きよ う。 「標準(Standards)」 とは暗黙 あるいは公的合意 の結

果、生産 者 によつて支持 され る技術仕様 の集合の ことで ある。構成 部品の分類 、

資材 ・性 能作業 の仕様 、手順 の記述 、量や質 の測定 基準 を標準 の例 に挙 げ られ

よ う。標準 をそ の形成 プロセス に応 じて次 のよ うに類型化 できる(David1995)。

「スポ ンサー無 し標準(UnsponsoredStandards)」

特定 の創業者 ある いはそれ に準 ず るものが財 産権 を有す るわ けで はない

が、社会的 に良 く典拠付 け られ た形式 で存在 している標準 。

「スポ ンサー付 き標準(SponsoredStandards)」

単一 な い し複数 のスポ ンサ ーが間接 あるいは直接 の財産権 を有 し、他 企

業 に対 して採用 を推 奨す る標準 。

「合意標準(AgreementStandards)」

米 国国立標準協 会(ANSDに 所属 す る組織 のよ うな 自主 的な標準設定機 関

によつて制 定される標準 。

「強制 的標 準(MandatedStandards)」

規制権 限 を持 つている政府機 関 によ つて制定 され る標準。

前 二者 の タイ プ の標 準 は市場 競 争 を経 て形成 され る ものであ り、 「デ ファク

ト(事実上 の)標準(defactoStandards)」 と呼 ばれ る。第一 の例 としてはキー ボー

ドのQWERTY配 列 、第二 の例 として はVTRのVHSや パ ソコンOSのWindows

が挙 げ られ る。後 二者 のタイプ の標準 は標 準制定委員会 の裁 量や法令 の制定 を

経 て形成 され るもので あ り、 「デジ ュ リ(公的)標 準(dejureStandards)」 と呼 ばれ

る。第三 の例 として は国際標準化機構(ISO)の 定 め る標準 シ リーズ、第四 の例 と

しては工場設備 の一酸化 窒素等 の有害物質 の排出制限規制が挙 げ られ る。
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高 ま るデ フ ァク ト標 準 の重 要 性

標準化 の近年 の特徴 は、デ ファク ト標準 の重 要性 の高 ま りで ある。デ ファク

ト標準 を獲得す る ことの意 義は、企業 に とつて計 り知れな い。例 えば、(1)消 費

者へ の製 品認知度 の向上、(2)規 模 の経済性 による費用 メ リッ トの享 受、(3)周 辺

装置 とソフ トウェアの ような補完 的製品 の増加 等が挙 げ られ よう。デ ファク ト

標準 をめ ぐる競 争で最 も知 られた例 は家庭用VTRのVHSとBetaの 争 いで ある。

VTRは もともと米国のTV局 の業務用 ニーズか ら開発 され、1970年 のU-matic(テ

ー プ幅314イ ンチ、記録 時間30分)は ソニー ・松下 ・日本 ビクターの統一規格

で あつた。やがて 、それが家庭用VTRと して発 展 して行 くのだが 、普及 す る

鍵 は 「112イ ンチで2時 間記録 」 をク リアで きるかだ とい う家電業 界の暗黙 の

合意が あつた。1975年 他社 に先駆 けてソニー がBetamax1号 機(112イ ンチ、1時

間記録)を 発売 した。1976年1年 遅れ て ビクターがVHS1号 機(112イ ンチ、2

時間記録)を 発売 した。 ソニー規格 は当初2時 間録画の条件 を満た していなか つ

たが、1977年2時 間録画 のBetamaxを 発 売 した。 しか し、既 に松下 ・ピクタ

ー はOEMや ライセ ンスの供与 で強 力なVHS陣 営 を確立 して いた
。1978年 に

VHSがVTRの50%の シェアを獲得す る と、一度 もシェアの再 逆転 は起 こるこ

とな く、1988年 ソニ ーがVHSを 発 売す るに至 つてVTR規 格競 争は終 止符 を打

つた17。

0

新 しい 標準 化 の枠 組 み

デ フ ァク ト標 準が現代 にお いて重要 な役 割 を果 た して いる ことに疑 いはない

が、 も う一 つ新 しい現象 も進行 して いる。それ はデ フ ァク トともデ ジュ リとも

区別が困難 な標 準が増 えてきた ことであ る。デ フ ァク ト標準 とデ ジ ュ リ標準 の

境 界線が 明確 でな くなつて きた理 由 として、 いずれ の標 準 にせ よ、多数勢 力 を

獲 得すべ きコ ンソー シアムの形成が必要 とな つて いる こととデ ジュ リ標準 の開

発段 階か らの先取 り標 準化 が進 んで いる ことが挙 げ られ る。そ こで、山田(1997)

は 「結果 的デ フ ァク ト標準」(vHs・Ms-Dos・Pc1Ar・TcPIIPの ように市場競

争 にお いて 圧 倒 的 な シ ェ ア を獲 得 す る こ と)と 「戦 略 的 デ フ ァク ト標 準 」

(X10PEN・DVD・DAVICの ように仕様 設計時 にお いて多数派 にな るた めのコン

17柴田氏はVHSが デファク ト標準となつた理由を2つ 挙げている(山田編1992の 柴田高氏講演
)。

(1)「1!2イ ンチカセッ トで2時 間記録」の暗黙の合意のうちソニーは録画時間の条件をクリア
せず見切 り発車 した。(2)ソ ニーの優れた技術よりも平均より半歩上の 「手の届きそ うな高嶺

の華Jの 技術水準の方が業界の支持を得 られやすかつた。
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ソー シアム を形成す る こと)の区分 を設 けて いる。

最近で はDVD(DigitalVideoDisk)が 最 も興 味深い事 例であ る。DVDの 開発 に

は二つ の規格が存在 し」統 一規格 の座 をめ ぐつて激 しい競争が繰 り広げ られた。

一 つは ソニー一・Philipsが 提 唱す る厚 さ1 .2mmデ ィス ク単盤 ・片 面3.7GBの

MMCD(MultiMediaCD)規 格、 もう一つ は東芝が提 唱す る厚 さ0.6m血 デ ィス ク

張合 わせ構造 ・5GBのSD(SuperDensity)規 格で あつた。光デ ィス クの基本特許

を持 つソニ.._.・PhilipsはCD資 産 の継承 を強調す る戦略 をとつた。そ こで、特

許料 の継続的支払 いに不満 を持 つた東芝 は独 自規 格支持 のため の多数 派工作 に

努 力 した。TimeWarnerの バ ックア ップが功 を奏 した こともあ り、ハ リウ ッ ド

の映画会社 は早 くか ら東芝規格 を支持 して いた。 さ らに、松下が土壇 場で東芝

陣営 に付 いたため に、東芝 陣営が圧倒 的優 勢 に立 つた。交 渉か、譲歩 か、決裂

か。 劣勢 の ソニ ー は苦 しい立 場 に立 た され た。両 規格 の統一 を望 むIBMや

Microsoft、Appleな ど米国 コ ンピュー ター業界 のテ クニカル ・ワー キ ング ・グ

ルー プ(TWG)の 仲裁 を受 け、東芝 とソニー は1995年9月 よ うや く規格統一 の

基本合意 に到達 した。しか し、統 一案 の骨子は従 来のSD規 格 に沿 つた もので、

わずか にMMCD規 格 を採用 した もので あるis。

第3項 ネ ッ トワー ク外部性 の基本定理

ここまで、ネ ッ トワー ク外部性 をめ ぐる諸 問題 を解 説 して きた。そ こで、本

項 では、ネ ッ トワー ク外部性 に関す る厚生経済学 的性質 を理論 的 にま とめ、本

節 の結論 としよ う。2つ の企業 が存 在 し、そ れぞ れがネ ッ トワー ク ・サー ビス

を提 供 して いる としよ う。 ネ ッ トワー クの外 部性が存在 し、消費者 の効用 はネ

ッ トワークの規模 に依存 してい る。モデルの詳 細はAPPENDIXIIに まとめ られ

てい る。

Rohlfs(2001)が 指摘 して いる ように、ネ ッ トワ「 ク外 部性が有 効 に作 用す る

か どうか は、ネ ッ トワーク間の接続 の有 無 にかか つてい る。 また 、接続 は二類

型化 され、第一 は一一方 の企業 だけが接続す る1way接 続、第二 は両 方 の企業 が

リンクす る2way接 続 で ある。 さ らに、企業 を費用効率的 な企 業 と非効率的 な

18DVD規 格統一 に合意 した10社 が規格策定 のため の作業組織 「DVDフ ォー ラム」を設 けてい

る。 しか し、その後 のDVDの 規 格統 一過程 をみ ると、極めて多難な道 の りで ある。再生専用

型DVDで は、まだDVDオ ーデ ィオ(音 楽用)が2規 格 に分裂 して いる。書 き込 み型DVDで は、

まだDVD-RAM(書 き換え可能型)が3規 格 に分裂 している。
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企業が ある とす る と、1way接 続 は費用効率的な企業 の接続 と非効率的 な企業 の

接続 に分類で きる。

果 た して 、2way接 続 ・効率的企業 の1way接 続 ・非効率的企業 の1way接 続 ・

非接続 の4つ の産 業構造 の うち、 どの産業構造が社会的 に望 ま しいだろ うか。

この ことをま とめたのがネ ッ トワーク外 部性の第一定理で ある。

「ネ ッ トワー ク外部性 の第一定理 」

ネ ッ トワー ク外 部性が存在す るも とで は、接続 の程度 が促進 されれ ばさ

れ るほ ど、 また効 率的企業 の接続 の方が 非効 率的企業 の接続 よ りも、社

会厚生上望 ま しい。

従 つて、(1)2way接 続(2)効 率的企 業の1way接 続(3)非 効率的企業 の1way接 続

(4)非接続 の順 で社 会厚生上優れ てい る。それ では、果 た して、企業 は接続 を促

進 しよ うとす る自発 的イ ンセ ンティブ を持 つて い るだろ うか 。企 業 の接続 の意

思決定 は戦 略依 存的 な非協力ゲー ム として定式化 で きる。 この ことをま とめた

のがネ ッ トワー ク外部性 の第二定理で ある。

「ネ ッ トワー ク外 部性 の第二定理」

両企業 とも接続 を促進 しよ うとす るイ ンセ ンテ ィブ を持つ ので、社会厚

生上望 ま しい2way接 続が実現 す る。

第 一定理 ・第 二定理か ら、通 常 のネ ッ トワー ク外部性 の解 説 はや や負 の側面

を強 調 して い ることが判 る。第一 に、 ネ ッ トワー クの外 部性 は存在 しな いよ り

も存在す る方が社 会的 に望 ま しい。第二 に、ネ ッ トワ.._..クの外部性 の もとで 、

接続 が促 進 されれ ば され る程 、社 会厚生上望 ま しくな る。第 三 に、企業 は接続

を促進 す る ことによ つて利潤 が増大す るので、接続 のイ ンセ ンテ ィブ も存在す

る。従 つて、ネ ッ トワー ク外部性 それ 自体 が社 会的 に有害 で あつた り、接続 問

題が市場 の失敗 の根本 で あつた り、常 に企業 の意思決定が非効 率的 なわ けで は

な い。 しか し、 この結論 は接続 の費用 を考慮 に入 れ ると、修正 されな けれ ばな

らな い。接続 の費用が 接続 の利潤 に比 べて非常 に高 くな る と、接続 が社会 的 に

望 ま しい状況 で も、先ず非効 率的 な企業 の接続イ ンセ ンテ ィブが 消失 し、次 に

効率 的な企業 の接続 イ ンセ ンテ ィブも消失す る。

以上 の理論的考察 か ら次 のよ うな政策 的含 意 を導 くことがで きよ う。ネ ッ ト

ワークの外部性 は相 互接続 によ つて消費者 の便益 を高 め、 さ らには企 業 の利潤

機会 も高め る。従 つて、ネ ッ トワー ク外部性それ 自体は大変有益な もので あ り、

公害 ・社 会的費用 のよ うなそ れ 自体有 害 な負 の外 部性 とは本質的 に異 な る。従
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来 、経済理論 はネ ッ トワー ク外 部性 の負 の側 面 を強調す るき らいが あつたが、

そ のよ うな理解 ではイ ンター ネ ッ トのよ うな成 功 した 自律 的ネ ッ トワークの発

展 を説明で きないだ ろ う。 ネ ッ トワー ク外 部性 が存在す るか らといつて、必ず

しも市場が失敗す るわけで もない し、公的規 制が必 要なわけではない。

第5節 ネ ッ トワー ク経済学 の課題

ここまで、供給側 の規模 の経済 性で あるボ トルネ ック独 占と需要側 の規模 の

経済 性で あるネ ッ トワー ク外部性 を論 じ、 ネ ッ トワ,._..ク経済 学の最近 の成果 を

紹介 して きた。本節 で は、複雑 系 ・ユニバーサ ル ・サー ビス ・ネ ッ トワー ク産

業 の融合 のよ うな ネ ッ トワー ク経済学 の今後 の課題 を論 じよ う。

第1項 複雑系 として のネ ッ トワー ク産業

今 まで強調 したよ うに、ネ ッ トワー ク経済学 の二つ の柱 は供給側 の規模 の経

済性 であ るボ トル ネ ック独 占 と需要側 の規模 の経 済性で あるネ ッ トワ.._ク外 部

性で ある。それ らをま とめて 「ネ ッ トワー クの経済性(NetworkEconomies)」 と

呼 ぼう。

「ネ ッ トワー クの経済性」

供給側 の規模 の経済性 の源泉 は、ボ トルネ ック独 占を生 む規模 ・範 囲 ・

密度 の経済性で ある。そ して、そ れ らは埋没 費用 ・取 引費用 を伴 うので、

一度発生す る と非可逆 的な参 入 ・退 出障壁 を作 り出 し
、企業 に莫大な先

行 者利得 を もた らす。対 して、需要側 の規模 の経済性 の源泉 は、ネ ッ ト

ワー ク外部性 で ある。そ して、それ らは消費者選択 のスイ ツチ ング費用

を作 り出す ので、やは り非可逆性 を生む。

ネ ッ トワー クの経済性 の重要なポイ ン トは、今 まで の 「単純 系(simplicity)」

の経済学 か ら 「複雑 系(Complexity)」 の経済 学ヘパ ラダイムの転換 を余儀な くし

て いる ことである(Arthur1989)。

「複雑 系の経済学 」

ネ ッ トワー クの経 済性 を どの企 業が 占有 で きるか は予測 不可能で あ り、

初期 時点の 「ゆ らぎ」が大 き く影 響す る。 また、ネ ッ トワー クの経 済性
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は正 の フィー ドバ ックを持 つが故 に、独 り勝ち構造 は ロックイ ンし、長

期 間持 続す る。 ネ ッ トワー ク社 会で は、主 流派経済学 が想定 して きた一

般均衡 状態 のよ うな静的楽観主 義 は妥 当 しな い。正 の フィー ドバ ックの

た めに、複:数:均衡 の 中の最適均衡 に収束す る保証 はな く、早期 に 「ク リ

テ ィカル ・マス」 を獲得 した非最 適な戦 略や技術 が普及 し(過剰 転移)、

そ のまま長期 間 ロックイ ンす る(過剰慣性)か らである。

畢 寛、ネ ッ トワーク社 会 の初期値鋭 敏性 とロックイ ンに代表 され る 「経路 依

存性(PathDependency)Jは 「時 間が重要(TimeMatters)」 で ある ことを改 めて教

えて くれ る。ネ ッ トワー ク社会 は必然的 に非 可逆性、非可塑 性、 内生 的構造 変

化 の特徴 を持つ ことにな る。 だか ら、ネ ッ トワー ク経済学 の究極的 目標 は、企

業 の成長 と多様化 、技 術革新 の生成、商 品の ライ フサイ クル、消費者 の選好 の

変遷 、産 業構造 の発 展 と衰退 、地域 ・・国家 の覇 権 の興亡 のよ うな 自己組織 的な

現象 を説明 ・理解す る ことに こそ ある(Antonelli1997)。

第2項 次世代ユニバVサ ル ・サー ビス

現 代 の電 気 通 信 産 業 にお い て 、 「ユ ニバ ーサ ル ・サ ー ビス(UniversalService)」

は 、 全 国 の市 民 が 「あ まね く公 平 に 」 電 気 通 信 を利 用 で き る こと を うた う理 念

で あ る(Mueller1997,林 ・田 川1994)。 そ の 理 念 は次 の よ うな 要 件 に分 類 され る

(Bonnett1999)0

「ユ ニ バ ー サ ル ・サ ー ビス」

「非 差 別 性(Nondiscrimination)」:「 コ モ ン ・キ ャ リ ッ ジ(Common

Carriage)」 の 要 件 と も呼 ば れ 、全 て の消 費 者 に 非 差 別 的 な サ ー ビ

ス の提 供 を しな け れ ば な らな い こ と。

「地 理 的 利 用 可 能 性(Availability)」:「 最 後 の 手 段 の提 供 者(CarrierofLast

Resort)」 の要 件 と も呼 ば れ 、 サ ー ビス地 域 内 の全 て の 消 費 者 にサ

ー ビス を提 供 しな け れ ば な らな い こ と
。

「経 済 的利 用 可能 性(Affordability)」:事 業 者 は需 要 を持 つ 全 て のユ ー ザ ー

に対 して 経 済 的 に支 払 い 可 能 な 対 価 で サ ー ビス を提 供 しな けれ ば

な らな い こ と。

率 直 に言 え ば 、 歴史 上 、 ユ ニ バ ー サ ル ・サ ー ビ ス の理 念 は しば しば既 得権 益

の擁 護 にす り替 え られ て しま つた 。 あ まね く公 平 な電 話 の 利 用 を うた うユ ニ バ
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一サル ・サー ビスはそ もそ も生臭い概念 であ り、20世 紀初頭AT&Tが 社是 と

してユ ニバVサ ル ・サ ー ビス を提 唱 した ときは独 占の擁護で あ り、20世 紀後半

AT&T独 占の枠組み の下で は内部相 互補助 の保 持が 目的で あつた。現在 、ユニ

バ ーサ ル ・サ ー ビス政策 を議論す る際 には、音声通信(POTS)の よ うな既存サー

ビス をいつ ・どこまで守 るか という 「旧世代ユニバ ーサ ル ・サー ビス」 と高速

イ ンター ネ ッ ト ・アクセ スのよ うな新 しいサ,_._ビス をいつ ・どこか ら導入す る

べきか とい う 「次世代ユニバーサル ・サー ビス」 を峻別す る必要 が ある。POTS

の よ うな古 いサー ビスがや がて大容量 ・高速な広帯域 イ ンタ.___ネッ ト ・サー ビ

ス の一環 として吸収 されて しま うことは明 らかで ある。 また 、そ のた めのネ ッ

トワー ク技術 も電話か らIPベ ース に急速 に変化 しつつ ある。

早晩 な くなる衰退サ ー ビス を保護す るため に今更ユ ニバーサル ・サー ビス基

金 を作 る ことは、実 施費用 の最 小化 の観点 か らも支持 され に くい。今更POTS

だ けの提供 を 目的 として ク リー ム ・スキ ミ ングす るよ うな奇特 な事 業者 はいな

いだろ う。競争的事業 者 ・新規参入者 の ターゲ ッ トは高速有線 ・高速無線 のプ

ロー ドバ ン ド ・アクセ ス ・サ ー ビスなので あ り、そ こにVoIP・IP電 話 サ,.,.ビ

スが 乗つか るにす ぎない。だか ら、本当 に問われ ねばな らないのは次世代ユ ニ

バ ーサル ・サー ビス をどのよ うに確保 す るのか、デ ジタル ・デバイ ドを どのよ

うに解 消 す るか で ある。 しか し、 この場合 で も、 「は じめ に基 金 あ りき」 の議

論 をす るべ きではな い。ネ ッ トワー ク普及 では、高密度地域 ・大 ロ需要家 をめ

ぐるネ ッ トワーク 問競 争 こそが初 期 の普 及 に貢献 した歴史 的事 例 が電 話 ・電

力 ・ガス ・鉄道 にわた つて数多 くあ る。従 つて、ユニバーサ ル ・サー ビスの 問

題 が本 当 に議論 されなければな らないのは、新 サ}ビ スの初 期 の普及が一巡 し、

ネ ッ トワー ク普 及 の私的イ ンセ ンテ ィブ と社 会的イ ンセ ンテ ィブが乖 離 し、 も

はやサー ビスの 自律的 な拡大 が望めな くな つてか らで も良 い。歴史 的 に全国規

模 で普 及 した ネ ッ トワー ク設備 の中で 、 内部 あ るい は外 部 の相互 補助 サ ポー

ト ・メカニ ズムが重要 になる のは、一定程 度の普及段 階が過 ぎた後 で あつた事

例 が案外多 いので はな いか。現在 のユ ニバ.___サル ・サ ー ビスが昔 か らユニバー

サ ルで あつたわ けではな い。

第3項 ネ ッ トワVク 産業間の融合

近年のネッ トワーク産業の特徴は、技術革新 と規制緩和に伴 う諸産業の融合
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である。植 草(2000,p.19)は 産業融 合の ことを次 のように定義 して いる。

「産業融 合(lndustrialFusion)」

従 来 は異 な る産 業 に分類 されて いた複 数 の産 業が、技術 革新 によつて相

互 に代替 で きるよ うにな つた り、規 制緩和 に よつて相互参 入が容易 にな

つて 、双方 の産業 が・一つ の産業 に融合 し、相互 の産業 の企業が競 争関係

に立つ現象 の こと。

一一つ の事 例 は通信 と放送 の融 合で ある。光化 ・デ ジタル化 、大容量 ・高速度

化 の よ うな情報技 術(IT)の 発展 に伴 い、電話 ・デ,.._.タ通信 の よ うな電気 通信産

業 と出版 ・メデ ィアのよ うな放送産業 を峻別 す る必 要がな くなつてきた。 同様

の融 合 は、主 エネルギー源 と して液化天 然ガス を用 い、熱電併給 が進 んで い る

電 力産業 とガス産 業の問 にもみ られ る。

従 つて、伝統 的な産業 区分の も とでは、ポ トル ネ ック独 占であ つた産業構造

が薪 しい技術 革新 の結果 、ネ ッ トワー ク問競争 的な産業構造 に変化 して くる。

しか し、経 済制度 は技術 革新 ほ ど連続 的 に改変 できな いので、古 い産業構 造 を

前提 と した公益事業法や参入 ・退 出規制、兼業規 制な どが栓楷 とな つて しま う。

この場合 、産業融合 を阻む ものは事 業者 の既得権 益や監督官 庁 の縦割 り行政 で

ある。

既 にボ トル ネ ック独 占の基本定 理 として論 証 した よ うに、ボ トルネ ック独 占

型産 業構 造 よ りもネ ッ トワー ク間競争型産 業構造 の方 が社会厚生 上望 ま しく、

またネ ッ トワー ク外部性 の基 本定理 として論証 したよ うに、 ネ ッ トワー クの融

合 は社 会厚 生上望 ましい。

従 つて 、 これか らの産業 政策 は、 ある産 業 内部 の市 場支配 力を どのよ うに抑

制す るのか、 あるサー ビス の不可欠設備 を どのよ うに開放す るのか とい う古典

的 問題で はな くて、従 来地 域独 占 ・ボ トル ネ ック独 占で あつた異 な る産業 間で

産 業融合 を促 し、相互参 入 ・相互接続 のルール作 りを速や か に進 め る ことが重

要で ある。支配的事業 者はそれぞれ の分野 でユ ニバーサル ・サ..__ビス義務 を負

わ されて い る ことが 多 いので 、企業 の体質 として供給責任 を度 外視 したク リー

ム ・スキ ミング的 な参 入 は避 け られ、新 しくユ ニバーサル ・サー ビス政策の メ

カニ ズム を設 けな くて も十分 に僻地 ・小 口の需 要家 の地理 的 ・経済 的な利用可

能性 は確 保 され るだ ろ う。 ネ ッ トワ,_.ク産 業の競争促進 と供給責任 を両立 させ

る最 も有 効な方法 は、産業 内部の分離分割 政策 を進 める ことで はな く、産業 間

の融 合 を押 し進 め、それぞ れのボ トル ネ ック独 占事業者 が、一 方 でエ ン ド ・エ
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ン ドでサ ー ビス を提供 した り、他方 で相互接続 を しなが ら、競 争す るよ うな産

業構 造 を目指す ことで はな いだろ うか。

第6節 むすび

ネ ッ トワー ク産業 の本質 は供給側 に も需要側 にも1足 す1が2に な らない と

い う優 加法 性が あ る ことで ある。再 びベイ トソ ンの言葉 を引けば 、 「寄せ集 め

た全体 が部分 の和 よ り大 き くな るのは、部分 の組 み合わせ が単な る加法で はな

く、乗 除法 あるい は論 理積 の形 成 といつた性 格 を持つ 」(Bateson,1979,邦 訳,

p.117)か らで あ る。そ のた めに、足 し算 引き算 でネ ッ トワー ク産 業 を規制改 革

した り、 自由化 した りす る結果 、非常 に不安定 な経済的 帰結 を招 いて しま う こ

とが ある。 「合 体 の瞬間 の閃き」 を正 確 に予測 して、産 業政策 をデザ イ ンす る

ことはで きない。 しか し、正確 に予 測で きない とい うことを理解 の上で、産業

政策 をデザイ ンす る ことはでき る。未来 の技術 革新が どのよ うな もので、それ

に最適 に対応 した産業組織が どのよ うな ものか を経済学者 も経済官僚 も事 業者

も判 ろうはず がな い。そ して 、そ の ときの予測 誤差が増 幅 されて しま つた とき

に悲劇 は起 こる。電話がつ なが らな い、電 力が供給 され ない、水道水 が枯 渇す

る、列車が脱線す る。そ うした産業事故 が いわば制度改革 の失敗 とい う人災 と

して 引き起 こされ る危険性 を十 分 に考 慮 の上、 どのよ うな不確 定性 に対 して も

十 分 に対処 できる 自由度 の高 い制度 設計 を心が ける ことが肝 要で あろ う。 この

ことは決 して既存 の支配的事 業者の既得権 益 を守 る ことではな い。十分 に供給

責任 を負 うことので きる事業者 が相互 に競 争 しあい、規模 の経済性 ・範囲の経

済 性 の法則 に則 つた合従連衡 ・合併 ・ス ピンオ フを繰 り返 し、 また技術 革新 の

結果 もはや峻別す る必要 のない産業が相互 に融合 し、よ りレベル の高い供給責

任 とよ り高 い技術 を持つ事業 者が誕生 し、結果 的 に消費 者 によ り低廉 でよ り質

の高いサー ビス を提 供でき ることが大切なのではなか ろうか。
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APPENDIXIポ トル ネ ック独 占 の基 本 定 理

基 本 的 定 義 と 仮 定

以 下 はIda(2002)、Ida(2003)の 紹 介 で あ る 。 先 ず 、2つ の レ ベ ル の コ ン ポ(Component)が あ

り 、AとBと し よ う 。 ま た 、 各 コ ン ポ は2つ の タ イ プ が あ り 、Al/A2とB1/B2と す る 。2つ

の コ ン ポ ー ネ ン トの 組 み 合 わ せ を シ ス テ ム と 呼 ぶ 。 シ ス テ ム は 、AIB1/AIB2!A2B1な う び に

A2B2の4種 類 あ る 。AiとB」 の 価 格 をP;とQ;と す る と 、 シ ス テ ムAil㍉ の 価 格S華 は コ ン ポ の

価 格 の 和 な の で 、 次 式 の よ う に 与 え られ る 。

S輯=・Pi+Q;,ij=1,2 .'.(1.1)

次 に 、 簡 単 に シ ス テ ムAiB」 に 線 形 な 需 要 関 数Digを 仮 定 し 、 需 要 の 高 さ をa、 価 格 の 自 己

効 果 を1、 価 格 の 交 叉 効 果 をcと す る と 、 シ ス テ ム の 需 要 曲 線 を 次 式 の よ う に 与 え ら れ る 。

D11=a-S11+c(S12+5ai+522.),D12=a-S12+c(Sii+S22+S21)

D21=a-S21+c(S22+S11+S12),D22=a-S22+(S21'+S12+S11)(1.2)

コ ン ポ の 需 要 曲 線 は 次 式 の よ う に 与 え ら れ る 。 例 え ば 、 コ ン ポA1の 需 要DA1は シ ス テ ム

AIB1とAIB2の 需 要D,1とD12の 和 で あ る 。

DA1=Dli+D12,Daa=D21+D22

DB1=D1;+D21,DB2-D12+D22.(1.3)

以 下 で は 、 単 純 化 の た め 、 生 産 の 費 用 は ゼ ロ と し 、 ま た 解 の 存 在 の た め 予 め1>3c>0を

仮 定 す る 。

P

亭

ポ トル ネ ッ ク独 占 モ デ ル

ボ トル ネ ック独 占あ るいはlwayモ デル とは、2つ の タイ プ の企業 が存在 す る産 業構 造で

ある。第一 はコ ンポAl/Bi/BZを 提供 す るボ トル ネ ック独 占企業Xで 、第 二 は コンポA2の

み提 供す る部分 的新規 参入 企業Nで ある。企 業xとNの 利潤 関数nxとnNは 次 式 のよ うに

与 え られ る。企 業Xは 価 格P1/Ql/Q2を 決定 し、企業Nは 価格P2を 決 定す る。

nx=PlDA1+QlDB1+Q2DB2,IIN=PZDp,2 ,(1.4)

利 潤極大化 の____次条件 は、利潤 関 数nxとnNを 価 格Pl/Ql/Q2とP2に よ って微 分す る こ と

によって得 られ る。 シス テム の諸 生産 量 は表laに 与 え られて い る(右 上 付1wで 表 示)。

ネ ッ トワ ー ク 間 競 争 モ デ ル

ネ ッ トワー ク問競 争 あ るい は2wayモ デ ル とは、 ボ トル ネ ック独 占企 業 が存在 せ ず 、企

業XがAl1B1を 提 供 し、企業NがA2/B2を 提 供す る産 業構造 で ある。 コ ンポA/Bに はそれ

ぞ れ互 換性 が あ り、 コ ンポB1はA1の みな らずAZと も組み 合わせ 可能 とす る。B2も 同様 と

す る・企業xとNの 利 潤関数nxとnNは 次 式 のよ うに与 え られ る。企 業xは 価格P1!Q1を

決 定 し、企業Nは 価 格P2/Q2を 決 定す る。

nx=PIDA1+QlDB1,nN=P2DA2+Q2DB2.(1.5)

利潤極 大化 の一 次条 件 は、利潤 関数nxとrlNを 価 格P1/Q1とP2!Q2に よ って微分 す る こと

によ って得 られ る。 システ ムの諸 生産 量 は表lbに 与 え られ て いる(右 上付2wで 表示)。

ポ トルネ ック独 占とネ ッ トワー ク間競争の比較

ボ トルネ ック独 占の総生産量 とネ ッ トワーク間競争の総生産量を比較す ると、次の定理

を得る。

ボ トルネ ック独 占の第 一 定理:Σ ΣDlwぐΣΣD2w

第一定理は、ボ トルネ ック独 占の総生産量よ りもネッ トワーク間競争の総生産量の方が

大 きい ことを表す。価格は限界費用よ りも大きく、社会的にみて過少生産の状態 にあるの

で、総生産量が大きい方が社会厚生上優れると大まかに考 える ことができる。
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ボ トルネ ック独 占の規制モデル

ボ トルネック独 占よ りもネ ッ トワー ク間競争の方が社会厚生が高い ことが分かつた。そ

れでは、ボ トルネック独占の社会厚生を高めるためにどのような規制を採用すればよいの

だろうか。 ここでは、2つ のボ トルネ ック独 占の規制モデル を比較 しよう。

ア ク セ ス ・チ ャ ー ジ 規 制

政府 はボ トル ネ ック独 占企 業Xの 垂 直統合 構造 をそ の ま まに し、 ボ トルネ ック独 占コ ン

ポBl/B2の 接続料 金Ql/QZを 水 準fに アクセ ス ・チ ャー ジ規制す る。企業XとNの 利潤 関

数nxとnNは 次 式 のよ うに与 え られ る。企 業xは 価 格P1を 決定 し、企 業Nは 価 格P2を 決

定す る。

nx=PIDA1+fDB1+fDB2,nN=P2DA2.(1.6)

利 潤極 大化 の一次 条件 は、利潤 関数nxとnNを 価格P1とP2に よって微 分す る こ とによつ

て得 られ る。 システム の諸 生産量 は表1cに 与 え られ てい る(右 上付1w-pcで 表示)。

構 造 分 離 規 制

政府 は ボ トル ネ ック独 占企業Xか ら、ボ トルネ ック独 占コ ンポB1/B2を 構造 分離 し、さ

らにボ トル ネ ック独 占コ ンポBl/B,の 接続料 金Q、/Q2を 水 準fに 規 制す る。企 業XどNの

利 潤 関数nxとnNは 次 式 のよ うに与 え られ る。企業xは 価格P1を 決 定 し、企 業Nは 価 格P2

を決定 す る。

rIx:=PIDA1,n喪=P2DA2.(1.7)

利潤極 大化 の一 次条 件は 、利 潤 関数nxとnNを 価 格P1とP2に よって微 分す る ことによっ

て得 られ る。 システム の諸 生産量 は表1dに 与 え られて い る(右 上 付lw-ubで 表 示)。

〈表1挿 入〉

アクセス ・チャージ規制 と構造分離規制の比較

アクセス ・チャージ規制の総生産量 と構造分離規制 の総生産量を比較す ると、次の定理

を得る。

ボ トル ネ ック独 占の第二 定理:Σ ΣD1臥鉾≧ΣΣDlw-ub

第二定理は、アクセス ・チ ャージ規制の総生産量の方が構造分離規制の総生産量よ りも

大きい ことを表す。価格 は限界費用 よ りも大き く、社会的にみて過少生産 の状態 にあるの

で、総生産量が大 きい方が社会厚生上優れ ると大 まかに考える ことができる。また、第二

定理 において、等号が成 り立つのはボ トルネック独 占コンポの価格fが ゼ ロ、つま り接続

料金が限界費用価格設定されるときだけである。

APPEN:DIXIIネ ッ トワー ク外 部 性 の基 本 定 理

基本 的定義 と仮定

企業は2つ あり、クール ノー競争すると考える。消費者はネ ッ ト(Network)に 加入す るか

否かを決定す る。消費者がネ ッ トに加入 した場合の便益 は加入 したネ ットが接続 して いる

ネ ッ トの総規模に依存すると仮定す る。xlは 企業iの ネッ トの規模 を表 し、i=1,2と する。

ズ は企業iの ネ ッ トに接続するネッ トの総期待規模 を表す。R+初fは 企業iの ネ ッ トに
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加 入 す る支払 意志 額 を表す 。Rは 消 費者 の タイ プで あ り、区 間(0,A]上 を密 度1で 一 様分

布 す る と仮 定す る。 また 、'k(o<k<1)は ネ ッ ト外部 性 の程度 を表す 。P;は 企業iの ネ ッ トへ の

加 入料 と し、R+eky=一Pは タイ プRの 消 費者 が得 る純 効用 で ある。

ネ ッ トの期 待規 模 を除 いて 、 ネ ッ ト ・サー ビス が等 質 的 とす れ ば 、 君 一@fmel'a-kYz

が成 立 し、Rが 密度1で 一様 分布 す るので 、A一(eP,一;)は ネ ッ ト加入 者数 を表 す 。:Nを

ネ ッ トの総 規模 とす る と、N=x1+x2と な る。 従 って 、eA一{P-kyz)=Nが ネ ッ トの需給 均衡

条件 を表 し、P,.=A+砂f_Nは 需給 均衡価 格 を表 す 。最 後 に、C1を 企 業iの 限界 費用 とし、

C1=0,C2=C>0と 仮 定す る。 つ ま り、企 業1の 方 が企業2よ りも費用効 率的 な企業 で ある。

最 大 化 問 題 と利 潤 極 大 条 件

クー ル ノー競 争(C)を 想 定 して い るので 、利 潤 関数 、生 産者 余剰 、消 費者 余 剰 、社 会厚 生

は次 の よ うに定 義 され る。

Ih=x,(A+kye-NC),n、=x、(A+^ye_NC)2,nC含n1+H、

8c一 ル(R+NC-A)dR・ 匹nC+8c(2.1)

企 業1と2の 利潤 極大 問題 はMaxIli,n2で あ り、利 潤極 大条件 は次 の よ うに与 え られ、

そ の均衡 生産 量は以 下 の通 りで ある。

nl
=A+kyi-2xl-x2=0,II2=A+ky2-xl-2x2-c=O

axlaxe

A+2ky1-ky2+cA-kyl+2ky2-2c
xl=x2=(2.2)

33

ここでは、(1)両 企業 とも接続 しない非接続(CN)、(2)費 用効率的な企業1だ けが接続す

る1way接 続(coi)、(3)費 用非効率的な企業2だ けが接続する1way接 続(CO2)、(4)両 方の

企業が接続す る2way接 続(CT)と いう4つ の産業構造が分析 される。均衡概念 としては、

消費者の期待ネッ ト規模が利潤極大生産量 と一致する という期待 自己実現均衡(FEE)を 仮定

する。以下では、接続に応 じて4つ の産業構造のFEEを 順次分析しよう。

第一に、非接続(CN)の ケースのFEEか ら始 める。接続がないので、消費者の期待ネ ット

規模は 自分が加入す る企業の均衡ネ ッ ト規模 に等 しいので、方程式アf=xl,y∫=x2が 成

立す る。 こうして、FEE(CN)生 産量 ・利潤 ・余剰 ・厚生は表2aの ように与え られる。

第二に、費用効率的な企業の1way接 続(CO1)の ケースのFEEを 分析する。企業1だ け

の接続なので、消費者 の企業1の 期待ネ ット規模は企業1と2の 均衡ネ ッ ト規模の和に等

し く、企 業2の 期 待ネ ッ ト規模 は企業2の 均衡 ネ ッ ト規 模 に等 しいので 、方 程 式

yf=xl+X2,e.Y2=x2が 成立す る。こうして、FEE(CO1)生 産量 ・利潤 ・余剰 ・厚生は表2b

のように与えられる。

第三に、費用非効率的な企業の1way接 続(CO2)の ケースのEEEを 分析する。企業2だ

けの接続なので、消費者の企業2の 期待ネッ ト規模は企業1と2の 均衡ネッ ト規模の和に

等 し く、企業1の 期待 ネ ッ ト規模 は企業1の 均衡 ネ ッ ト規 模 に等 しいので 、方程 式
e

.yl=xl,e.y2=xl+x2が 成立す る。 こうして、FEE(CO2)生 産量 ・利潤 ・余剰 ・厚生は表2c

のように与え られる。

第四に、2way接 続(CT)の ケースのFEEを 分析す る。両方の企業 の相互接続 なので、消

費者 の期 待 ネ ッ ト規 模 は企 業1と2の 均衡 ネ ッ ト規模 の和 に等 しい ので 、方 程式

yf=xl+x2,ey2=xl+x2が 成立する。 こうしてiFEE(cr)生 産量 ・利潤 ・余剰 ・厚生は

表2dの ように与え られ る。
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〈表2挿 入〉

社 会厚生 の比較

4つ のケースの産業構造の社会厚生を比較 しよ う。第一に、常にWCT>WCNな ので、2way

接続の方が非接続よ りも社会厚生上望 ましい。第二 に、常にWCT>wco1な ので、2way接

続 の 方 が 費 用 効 率 的 な 企 業 の1way接 続 よ り も社 会 厚 生 上 望 ま し い 。第 三 に 、

Wcoi>Wco2な ので、費用効率的な企業の1way接 続が費用非効率的な企業のlway接 続

よ りも社会厚生上望ま しい。第 四に、wco2>WCNな ので、費用非効率的な企業の1way

接続が非接続よ りも社会厚生上望ま しい。以上か ら、次の定理を得 る。

ネ ッ トワーク外部性の第一定理:接 続 の程度が大 きくなればなるほ ど、社会厚生が大

きくな る。また、費用効率的な企業の接続 の方が、費用非効率的な企業の接続よ りも

社会厚生上望ましい。

接続 のイ ンセ ンティブ

ネ ットワー ク外部性が存在す る場合、企業間の接続が促進されれば、社会厚生上望 まし

い ことが判った。それでは、企業側 に接続を促進す るようなイ ンセ ンティブは存在す るだ

ろうか。2つ の企業の接続 ・非接続 を非協力ゲームとして定式化すると表3の ようになる。

〈表3挿 入〉

そ こで、ナッシュ均衡 を求めるために、それぞれの利得 を比較す ると、次のようになる。

nρ ≧曜 ⇔ ・ ≦A2
-k'COI1≧nCNX11⇔ ・ ≦(1-k}A2-kA

,n∫02≧n∫N⇔0≦(1-k)A(2.3)II2TzllcoiaOs
1-k

O<k<1な ので、(2.3)は全て成立す る。従って、費用効率的企業 も、費用非効率的企業も、

共 に接続 を採用する ことが支配的戦略で あり、両企業が接続することがナ ッシュ均衡 にな

る。以上か ら、次の定理 を得 る。

ネッ トワーク外部性 の第二定理:企 業には接続 のイ ンセ ンティブが存在す るので、社

会厚生上望ましい産業構造が達成され得 る。

この楽観主義的な結論は、両企業が接続する際 に追加的費用が掛か らないという仮定 に

基づ いている。もしも接続の費用を考慮 し、それが十分 に大 きくなると、もはや第二定理

は成立 しな くなる。先ず、費用非効率的企業の接続インセ ンテ ィブが失われ、続 いて費用

効率的企業 の接続イ ンセ ンティブが失われ る。
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図2:2つ の持続可能 な産業構造

Pmc

P

Q

Pac

P

▲

,■
●i

レ Q
♂

QIQ2

パ レー ト最 適 な ケー ス

Q,

ラ ム ゼ.__.次 善 な ケ ー ス t

一36一



図3:ポ トル ネ ック独 占(左)と ネ ッ トワー ク 間競 争(右)
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